
 

 

 

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ３ ０ 日  

  

 

公 立 大 学 法 人 奈 良 県 立 医 科 大 学  

総 合 企 画 局  総 合 企 画 室 長  

                                

 

質 問 回答 書  

 

 

  次 の 委 託 業 務 に つ い て 下 記 の 通 り 回 答 し ま す 。  

 

業 務 名 ： 奈 良 県 立 医 科 大 学 新 キ ャ ン パ ス 施 設 整 備 基 本 計 画 策 定 業 務  

 

 

 

№  質 問 内 容  回 答 内 容  

１  

 

プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン で は プ ロ

ジ ェ ク タ ー の 使 用 は 認 め ら れ ま

す か 。 ま た 、 そ の 場 合 に 、 提 出 し

た 資 料 を パ ワ ー ポ イ ン ト に 変 更

す る こ と は 可 能 で し ょ う か 。  

プ ロ ジ ェ ク タ ー 使 用 可 と し ま す 。P

C の み ご 持 参 く だ さ い 。  

パ ワ ー ポ イ ン ト へ の 資 料 変 更 も 可

と し ま す 。 た だ し 、 募 集 要 項 ９ に 記

載 の （ １ ） ～ （ ４ ） の 提 案 項 目 ご と

に 資 料 を 作 成 く だ さ い 。  

２  提 案 者 が 特 定 さ れ る よ う な 表

現 に つ い て の 制 限 は ご ざ い ま す

か 。  

提 案 者 が 特 定 さ れ る 情 報 に つ い て

の 資 料 記 載 及 び プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン

時 の 発 言 に つ い て は 禁 止 と し ま す 。  

 


